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議案第24号 

 

大阪市建築基準法施行条例の一部を改正する条例案 

 

大阪市建築基準法施行条例（平成12年大阪市条例第62号）の一部を次のように改正する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規

定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定（以

下「対象規定」という。）をこれに対応する改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲

げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものを加える。 

改正後 改正前 

（耐火建築物等又は準耐火建築物等としなけ

ればならない建築物） 

第３条の２ [略] 

２ 前項の規定にかかわらず、その敷地が対

象地域の内外にわたる建築物（その全部が

対象地域内にあるものに限る。）で次の各号

に掲げるものについては、当該各号に定め

る構造としなければならない。 

⑴ 次のいずれかに該当する建築物 耐火

建築物等 

[ア・イ 略] 

  ウ 建蔽率が次に掲げる数値の合計（以

下「10分の６に代わる数値」という。）

を超え、10分の８に代わる数値以下の

建築物（特定敷地内建築物を除く。）で、

かつ、延べ面積が500平方メートルを超

えるもの 

   [(ア) 略] 

(イ) 法第53条第１項の規定による対

象地域外の地域又は区域内の建築

物の建蔽率の限度（次の表の左欄に

（耐火建築物等又は準耐火建築物等としなけ

ればならない建築物） 

第３条の２ [同左] 

２ [同左] 

 

 

 

 

⑴ [同左] 

 

[ア・イ 同左] 

  ウ [同左] 

 

 

 

 

 

 [(ア) 同左] 

 (イ) 次の表の左欄に掲げる場合の区

分に応じ、同表の右欄に掲げる数値

に対象地域外敷地部分の面積の敷
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掲げる場合にあっては、同表の右欄

に掲げる数値）に対象地域外敷地部

分の面積の敷地面積に対する割合

を乗じて得た数値 

対象地域外敷地部分の

全部が防火地域（法第

53条第１項第２号の規

定による建築物の建蔽

率の限度が10分の８と

されている地域に限

る。以下「特定防火地

域」という。）にある場

合 

[略] 

[略] 

[エ 略] 

[⑵ 略] 

３ 前２項の規定は、法第61条第１項ただし

書の規定の適用を受ける建築物には適用し

ない。 

４ 第１項及び第２項に規定する基準の適用

上１の建築物であっても建築基準法施行令

（昭和25年政令第338号。以下「令」という。）

第109条の８で定める部分が２以上ある建

築物の当該建築物の部分は、第１項及び第

２項の規定の適用については、それぞれ別

の建築物とみなす。 

５ 建築物が対象地域の内外にわたる場合

（建築物が対象地域と防火地域にわたると

きを除く。）においては、その全部について

前３項の規定を適用する。ただし、その建

築物が対象地域外において防火壁で区画さ

地面積に対する割合を乗じて得た

数値 

 

 

対象地域外敷地部分の

全部が防火地域（法第

53条第１項第２号の規

定による建築物の限度

が10分の８とされてい

る地域に限る。以下「特

定防火地域」という。）

にある場合 

 

[同左] 

[同左] 

[エ 同左] 

[⑵ 同左] 

３ 前２項の規定は、法第61条ただし書の規

定の適用を受ける建築物には適用しない。 

 

[新設] 

 

 

 

 

 

 

４ 建築物が対象地域の内外にわたる場合

（建築物が対象地域と防火地域にわたると

きを除く。）においては、その全部について

前２項の規定を適用する。ただし、その建

築物が対象地域外において防火壁で区画さ
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れている場合においては、その防火壁外の

部分については、この限りでない。 

６ [略] 

７ 前項の規定にかかわらず、建築物が対象

地域と防火地域にわたる場合であって、そ

の建築物が防火地域外において防火壁で区

画されているときは、その防火壁外の部分

について第２項から第４項までの規定を適

用する。ただし、当該防火壁外の部分が対

象地域の内外にわたる場合であって、その

防火壁外の部分が対象地域外において当該

防火壁以外の防火壁で更に区画されている

ときは、当該区画されている防火壁外の部

分については、この限りでない。 

（個室ビデオ店等に係る制限の附加） 

第３条の３ 法別表第１（い）欄⑷項に掲げ

る遊技場のうち、次に掲げる用途に供する

もの（以下「個室ビデオ店等」という。）に

おける客用に供する屋内に設ける階段及び

その踊場（直上階の居室の床面積の合計が

30平方メートルを超え200平方メートル以

下の地上階又は居室の床面積の合計が30平

方メートルを超え100平方メートル以下の

地階におけるものに限る。）の幅は、令第23

条第１項の表の⑷の規定にかかわらず、90

センチメートル以上でなければならない。 

 

 

[⑴～⑷ 略] 

[２・３ 略] 

４ 主要構造部が準耐火構造である建築物

れている場合においては、その防火壁外の

部分については、この限りでない。 

５ [同左] 

６ 前項の規定にかかわらず、建築物が対象

地域と防火地域にわたる場合であって、そ

の建築物が防火地域外において防火壁で区

画されているときは、その防火壁外の部分

について第２項及び第３項の規定を適用す

る。ただし、当該防火壁外の部分が対象地

域の内外にわたる場合であって、その防火

壁外の部分が対象地域外において当該防火

壁以外の防火壁で更に区画されているとき

は、当該区画されている防火壁外の部分に

ついては、この限りでない。 

（個室ビデオ店等に係る制限の附加） 

第３条の３ 法別表第１（い）欄⑷項に掲げ

る遊技場のうち、次に掲げる用途に供する

もの（以下「個室ビデオ店等」という。）に

おける客用に供する屋内に設ける階段及び

その踊場（直上階の居室の床面積の合計が

30平方メートルを超え200平方メートル以

下の地上階又は居室の床面積の合計が30平

方メートルを超え100平方メートル以下の

地階におけるものに限る。）の幅は、建築基

準法施行令（昭和25年政令第338号。以下

「令」という。）第23条第１項の表の⑷の規

定にかかわらず、90センチメートル以上で

なければならない。 

[⑴～⑷ 同左] 

[２・３ 同左] 

４ 主要構造部が準耐火構造である建築物又
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（特定主要構造部が耐火構造である建築物

を含む。）又は主要構造部が不燃材料で造ら

れている建築物に対する前項の規定の適用

については、同項ただし書中「100平方メー

トル」とあるのは「200平方メートル」とす

る。 

５ 第３項の規定により避難階又は地上に通

ずる２以上の直通階段を設ける場合におい

て、居室の各部分から各直通階段に至る通

常の歩行経路の全てに共通の重複区間があ

るときにおける当該重複区間の長さは、令

第120条に規定する歩行距離の数値の２分

の１を超えてはならない。ただし、居室の

各部分から、当該重複区間を経由しないで、

避難上有効なバルコニー、屋外通路その他

これらに類するものに避難することができ

る場合は、この限りでない。 

[６・７ 略] 

（手数料） 

第６条 確認申請等（法の規定に基づく確認

の申請及び法第18条第２項（法第87条第１

項、第87条の４並びに第88条第１項及び第

２項において準用する場合を含む。）の規定

による通知をいう。以下同じ。）に対する審

査（指定確認検査機関が行うものを除く。）

で次の各号に掲げるものについては、当該

各号に定める額の手数料をその確認申請等

をする者から徴収する。ただし、市規則で

定める磁気ディスク等による確認申請等に

あっては、当該額から2,000円を減じた額の

手数料を徴収する。 

は不燃材料で造られている建築物に対する

前項の規定の適用については、同項ただし

書中「100平方メートル」とあるのは「200

平方メートル」とする。 

 

 

５ 第３項の規定により避難階又は地上に通

ずる２以上の直通階段を設ける場合におい

て、居室の各部分から各直通階段に至る通

常の歩行経路のすべてに共通の重複区間が

あるときにおける当該重複区間の長さは、

令第120条に規定する歩行距離の数値の２

分の１を超えてはならない。ただし、居室

の各部分から、当該重複区間を経由しない

で、避難上有効なバルコニー、屋外通路そ

の他これらに類するものに避難することが

できる場合は、この限りでない。 

[６・７ 同左] 

（手数料） 

第６条 [同左] 
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[⑴ 略] 

⑵ 建築物に係る確認申請等に対する審査

のうち、法第６条の３第１項ただし書に

規定する建築主事等が行う同項ただし書

に規定する特定構造計算基準若しくは特

定増改築構造計算基準又は法第18条第４

項ただし書に規定する特定構造計算基準

若しくは特定増改築構造計算基準に適合

するかどうかの審査（以下「構造計算適

合性審査」という。）を含むもの 前号に

定める額に、構造計算適合性審査１件に

つき、別表第２の左欄に掲げる区分に応

じ、同表右欄に定める額を加算した額 

[⑶・⑷ 略] 

[２ 略] 

３ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に

関する法律（平成27年法律第53号。以下「建

築物省エネ法」という。）第11条第１項の規

定により建築物エネルギー消費性能基準

（建築物省エネ法第２条第１項第３号に規

定する建築物エネルギー消費性能基準をい

う。以下同じ。）に適合させなければならな

い特定建築物（建築物省エネ法第11条第１

項に規定する特定建築物をいう。以下同 

じ。）に係る前項第１号又は第２号に掲げる

完了検査申請等に関する検査については、

同項第１号又は第２号に定めるもののほ

か、１件につき、別表第６の左欄に掲げる

区分に応じ、同表右欄に定める額の手数料

をその完了検査申請等をする者から徴収す

る。 

[⑴ 同左] 

⑵ 建築物に係る確認申請等に対する審査

のうち、法第６条の３第１項ただし書に

規定する建築主事が行う同項ただし書に

規定する特定構造計算基準若しくは特定

増改築構造計算基準又は法第18条第４項

ただし書に規定する特定構造計算基準若

しくは特定増改築構造計算基準に適合す

るかどうかの審査（以下「構造計算適合

性審査」という。）を含むもの 前号に定

める額に、構造計算適合性審査１件につ

き、別表第２の左欄に掲げる区分に応じ、

同表右欄に定める額を加算した額 

[⑶・⑷ 同左] 

[２ 同左] 

３ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関

する法律（平成27年法律第53号。以下「建

築物省エネ法」という。）第11条第１項の規

定により建築物エネルギー消費性能基準

（建築物省エネ法第２条第１項第３号に規

定する建築物エネルギー消費性能基準をい

う。以下同じ。）に適合させなければならな

い特定建築物（建築物省エネ法第11条第１

項に規定する特定建築物をいう。以下同

じ。）に係る前項第１号又は第２号に掲げる

完了検査申請等に関する検査については、

同項第１号又は第２号に定めるもののほ

か、１件につき、別表第６の左欄に掲げる

区分に応じ、同表右欄に定める額の手数料

をその完了検査申請等をする者から徴収す

る。 
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[４～７ 略] 

別表第10（第６条関係） 

[⑴～(29) 略] 

(30) 令第137条の12第６項の規定に基づく

建築物の敷地と道路との関係に関する制

限の適用除外に係る認定の申請に対する

審査 27,000円 

(31) 令第137条の12第７項の規定に基づく

道路内の建築に関する制限の適用除外に

係る認定の申請に対する審査 27,000円 

(32)・(33) [略] 

[４～７ 同左] 

別表第10（第６条関係） 

[⑴～(29) 同左] 

[新設] 

 

 

 

 [新設] 

 

 

(30)・(31) [同左] 

備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線

は注記である。 

   附 則 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

  令和６年２月９日提出 

大阪市長  横 山 英 幸 

 

説 明 

 建築基準法等の一部改正に伴い、第１種住居地域、第２種住居地域、準住居地域及び準工業地域

の区域内の建築物の構造に関して附加する防火上必要な制限の内容等を改め、建築物の敷地と道路

との関係に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査等に係る手数料を定めるととも

に、規定を整備するため、条例の一部を改正する必要があるので、この案を提出する次第である。 


